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ISO8124-1
機械的及び物理的特性に関する安全面
試験項目例

乳幼児用玩具は常州試験センターにお任せください！

【消安法】ISO8124の試験受付を開始します。乳幼児用玩具の新規制に対応

ボーケンの中国拠点（上海・常州）では、中国の政府系試験機関との協業により、
日本へ輸出する食品衛生法試験（乳幼児向け玩具及び器具又は容器包装）の
受付サービスを実施しております。

上海試験センター協業先：上海海关工业品与原材料检测技术中心
常州試験センター協業先：南京海关危险货物与包装检测中心

(国家食品接触材料检测重点实验室)
両検査機関は、日本の厚生労働省が定める食品衛生法の外国公的検査機関
であり、日本の通関時に必要な検査証明書の発行ができます。

令和7年12月25日より乳幼児用玩具（3歳未満向け玩具）について、消費生活用製品安全法（消安
法）の改正により国の定める技術基準への適合確認が必要となりました。当該技術基準は、ISO 

8124、EN 71、ASTM F963など複数の規格が規定されております。今般、常州試験センターはSGS

との協業によりISO 8124 に基づく試験について試験受付を開始いたします。
試験はISO 8124 の実施実績を有する常州SGSにて実施し、試験受付、運用管理は常州試験センター
が窓口となり対応いたします。
常州試験センターでは、従来より玩具（6歳未満）に関する食品衛生法試験の受付を実施しており、
ワンストップでの対応が可能となりました。

メリット１

メリット2
タイムロスとコストの削減に！

日本への検体送付や検体不足による再送付が不要です。

中国内工場からの御依頼も！

受付、相談は日本語又は中国語での対応が可能です。

メリット3

ワンストップで試験受付対応が可能！

消安法および食品衛生法の両法令に関する試験受付に対応しております。

常州ボーケンでは、中国政府系試験機関との協業により、日本へ輸出する
食品衛生法試験の受付サービスを実施しております。
・常州試験センター協業先
・南京海关危险货物与包装检测中心(国家食品接触材料检测重点实验室)

日本の厚生労働省が定める食品衛生法の外国公的検査機関であり、日本の
通関時に必要な検査証明書の発行ができます。

玩具の他に、器具・容器
包装類の食品衛生法試
験も実施中！

報告書は、日本語/英語で発行可能です。

日本語報告書の発行に対応しています。英語の報告書にも対応しております。

新たな規制が導入されております。製造又は輸入を行う事業者は、国の定める技術基準に適合しているか
を確認するため検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければなりません。

食品衛生法試験の試験受付も実施しております

令和7年12月25日より、乳幼児用玩具（3歳未満向け玩具）について、消費生活用製品安全法
（消安法）の改正により、国の定める技術基準(ISO,EN,ASTM等)への適合が必要となりました。
今般、常州試験センターではSGSとの協業により、 ISO 8124 に基づく試験について試験受付
を開始いたします。試験はISO 8124 の実施実績を有する常州SGSにて実施し、試験受付および
運用管理は常州試験センターが窓口として対応いたします。
常州試験センターでは従来玩具（6歳未満）に関する食品衛生法試験の受付を実施しており、
ワンストップで試験受付対応が可能です。
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